
ダイオキシン類対策特別措置法について  

平 成 １ １ 年 ７ 月 １ ２ 日 成 立  同 月 １ ６ 日 公 布  平 成 １ ２ 年 １ 月 １ ５ 日 施 行  

 

1.法 律 の 目 的  

（ １ ） ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 環 境 汚 染 の 防 止 や 、そ の 除 去 等 を 図 り 、国 民 の 健 康 を 保 護 す

る こ と が 必 要 。   

（ ２ ）  こ の た め 、 施 策 の 基 本 と す べ き 基 準 、 必 要 な 規 制 、 汚 染 土 壌 に 係 る 措 置 等 の 整 備 。 

 

2.法 律 の 概 要  

（ １ ）  ダ イ オ キ シ ン 類 に 関 す る 施 策 の 基 本 と す べ き 基 準   

 ○  耐 容 一 日 摂 取 量（ TDI）及 び 大 気 汚 染 、水 質 汚 濁（ 水 底 の 底 質 の 汚 染 を 含 む ）、土 壌 汚

染 に 関 す る 環 境 基 準 の 設 定 。  

  

（ ２ ）  排 出 ガ ス 及 び 排 出 水 に 関 す る 規 制   

 ○  規 制 の 対 象 と な る 特 定 施 設 を 政 令 で 指 定 。   

 ○  排 出 ガ ス（ 大 気 ）、排 出 水（ 水 質 ）に 係 る 排 出 基 準 の 設 定 。都 道 府 県 が 条 例 で よ り 厳 し

い 基 準 を 定 め る こ と が 可 能 。   

 ○  都 道 府 県 知 事 は 、 国 が 設 定 す る 環 境 基 準 達 成 が 困 難 な 大 気 総 量 規 制 地 域 に つ い て 、 総

量 削 減 計 画 を 作 成 、 総 量 規 制 基 準 を 設 定 。   

 ○  総 量 規 制 地 域 の 設 定 に つ い て 、 住 民 か ら 都 道 府 県 を 経 由 し て 国 に 意 見 申 出 が 可 能 。   

 ○  特 定 施 設 を 新 設 す る 際 に 知 事 へ 届 出 。 知 事 は ６ ０ 日 以 内 に 計 画 変 更 の 命 令 が 可 能 。   

 ○  排 出 基 準 、 総 量 規 制 基 準 の 遵 守 義 務 。 知 事 は 改 善 命 令 が 可 能 。  

  

（ ３ ）  廃 棄 物 焼 却 炉 に 係 る ば い じ ん ・ 焼 却 灰 等 の 処 理 等   

 ○  ば い じ ん ・ 焼 却 灰 中 の 濃 度 基 準 及 び 廃 棄 物 の 最 終 処 分 場 の 維 持 管 理 基 準 を 設 定 。  

  

（ ４ ）  汚 染 状 況 の 調 査 ・ 測 定 義 務   

 ○  知 事 は 大 気 、 水 質 、 土 壌 の 汚 染 状 況 を 常 時 監 視 し 、 環 境 大 臣 に 報 告 。   

 ○  国 ・ 地 方 公 共 団 体 は 汚 染 状 況 を 調 査 測 定 し 、 調 査 結 果 は 、 知 事 が 公 表 。   

 ○  事 業 者 に 排 ガ ス 、 排 出 水 の 測 定 義 務 。 測 定 の 結 果 は 知 事 に 報 告 さ れ 、 公 表 。  

  

（ ５ ）  汚 染 土 壌 に 係 る 措 置   

 ○  知 事 は 、 土 壌 環 境 基 準 を 満 た さ な い 地 域 の う ち 特 に 対 策 が 必 要 な 地 域 を 指 定 し 、 対 策

計 画 を 策 定 。  

  

（ ６ ）  国 の 計 画   

 ○  国 は 、 事 業 分 野 別 の 排 出 量 の 削 減 目 標 量 や 、 そ の た め の 措 置 、 廃 棄 物 減 量 化 施 策 な ど

を 定 め る 計 画 を 作 成 。  

 



 （ ７ ）  検 討   

 ○  臭 素 系 ダ イ オ キ シ ン に 関 す る 調 査 研 究 の 推 進 。   

 ○  健 康 被 害 の 状 況 、 食 品 へ の 蓄 積 状 況 を 勘 案 し て 科 学 的 知 見 に 基 づ く 検 討 等 。   

 ○  小 規 模 な 廃 棄 物 焼 却 炉 等 の 規 制 の 在 り 方 に 関 す る 検 討 等 。  

 

•ダイオキシン類対策特別措置法 （ 平 成 11 年 7 月 16 日 、  法 律 0105）  

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC1000000105_20150801_000000000000000&keyword=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%B3

